
      平成１８年９月２９日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

蛍光探傷検査灯 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、金属、ガラス、プラスチック等の「キズ」の有無及び食品の腐敗等を

検査するための検査灯である。 

 光源にＵＶ（紫外線）ランプを用いた携帯用手持ち型で、色ガラスフィルターを

組み合わせて可視光線をカットし、紫外線のみを放射するものである。 

 

○構造、仕様、意匠 

 光源：ＦＩ－５Ｌ（３６５ｎｍ）又はＦＩ－５Ｓ（２５４ｎｍ） 

 定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、７.２Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

製品製造・設置事業者、宝石事業者、警察等 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、不可視光線を用いた探傷検査灯であり、形状的には「ハンドランプ」

に類似するが、探傷、食品の腐敗等の検出を用途とするものであることから、「ハ

ンドランプ」には該当せず、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。 

 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


